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      福祉避難所立ち上げ訓練の実施について（通知） 

日頃より、本市福祉行政にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

 本協議会では、基幹相談支援センター及び社会福祉法人リデルライトホーム様の協力を得て、

大規模災害の発生に備え、福祉避難所の実効性を高めることを目的に、下記のとおり福祉避難所

立ち上げ訓練を実施いたします。 

 本訓練は、災害時に「自事業所の継続」をしながら「地域の要支援者を引き受ける福祉避難所

の開設」に向けた訓練です。皆様の積極的なご参加をお願いいたします。 

記 

１ 目的 

  災害が起こった際、自事業所を継続するとともに、地域の障がい者等を引き受ける福祉避難

所の開設を目指す。 

２ 主催 

  八代圏域障がい者支援協議会、八代圏域障がい者基幹相談支援センターアクロス 

３ 実施日時 

  令和８年５月２６日（火）午後２時から午後４時３０分（所要時間 ２時間３０分程度） 

４ 会場 

  お祭りでんでん館 伝承ルーム 

  〒866-0863 熊本県八代市西松江城町１ ４７ 

５ 参加対象者 

  八代圏域の福祉避難所協定事業所・社会福祉協議会・医師会の職員 

       福祉避難所の協定を検討している事業所の職員 

       災害時に被災者への支援を検討している団体の職員 等 

６ 定員 

  ７０名程度 （参加料無料） 

  ※定員を超えた場合は、調整させていただくことがあります。 

７ 申込について 

   令和８年５月１日（金）から５月２０日（水）まで 

８ 参加申込方法 

   LOGO フォームで申込。次の URL 又は QR コードから申込ください。 

   フォームから申込ができない場合は、末尾担当者へ電話にて申込ください。 

   URL https://logoform.jp/form/zis6/1564591       QR コード 

写

障がい分野に限らす、高齢者、妊産婦、
乳幼児、病弱者など、災害時より支援が
必要な方々に携わる団体の参加をお願いします。

八代市ホームページからも申込ができます。
八代市HP　→　キーワード「福祉避難所」で検索



９ 研修内容 

  災害体験型シミュレーションツール（SgSE（スグセ））を使って、各事業所が連携して、自

事業所の事業継続及び福祉避難所開設までの流れを机上で学びます。 

10 その他 

  駐車場が限られていますので、乗り合わせてお越しください。 

  令和８年１１月２６日（木）に、実地での福祉避難所立ち上げ訓練を行う予定です。 

11 参考 

 （１）八代圏域障がい者支援協議会 

    令和３年度に、八代市と氷川町の共同で設置した、障害者総合支援法に基づく協議会。 

    関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障がい者等への適切な支援に

関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密

化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う。 

    当協議会の組織については、下の図のとおり。 

     

 （２）八代圏域障がい者基幹相談支援センターアクロス 

    令和６年度に、八代市と氷川町の共同で設置した、障害者総合支援法に基づくセンタ

ー。地域における相談支援の中核的な機関として地域の相談支援体制を強化する役割を担

う。   

                   【連絡先】 

       八代圏域障がい者支援協議会事務局 

       （八代市障がい者支援課） 担当：河野・萩本・草野 

       電話：０９６５－３５－０２９４      

Fax：０９６５－３３－８９８３ 

      

八代圏域障がい者支援協議会（イメージ図）
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別の解消について協議を行う機関
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・委託相談支援事業者の運営の評価等
・障がい者等の権利擁護に関する取組
・地域生活支援拠点等の運用状況の検証　等

◆事業を円滑に遂行するための検討機関
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◆各部会長・八代市・氷川町
◆８回程度／年
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